
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 日 時 

 平成 24 年２月９日（木） 午前 10 時 30 分から正午まで（予定） 

   

２ 場 所 

 県庁 ３階 特別会議室 

   

３ 議 事 

（１） 第９次長野県卸売市場整備計画（案）について 

（２） その他 

 

４ その他 

（１） 会議は公開で行います。 

（２） 傍聴者多数の場合、入場をお断りすることがあります。 

（３） 詳細につきましては、農業政策課農産物マーケティング室までお問い合わせ

ください。 

       
※長野県卸売市場整備計画について 

卸売市場法（昭和 46年法律第 35号）第６条の規定に基づき、国が概ね５年ごとに

定める「卸売市場整備基本方針」に即して、県内の生鮮食料品等の効率的、安定的な

流通を確保する観点から、卸売市場の配置方針、施設の種類・規模、取引の合理化に

関する事項等を定めています。 

「長野県卸売市場整備計画（案）」について意見をいただくとともに、今

後の展開方向について審議いただくために、下記のとおり「長野県卸売市

場審議会」を開催します。 
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